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[環境への負荷の量の程度] 

5.1.11 廃棄物等（建設工事に伴う副産物） 

5.1.11.1 環境影響評価の手順 

廃棄物等に係る環境影響評価の手順を図 5.1.11-1 に示す。 

廃棄物等の環境影響評価にあたっては、「1.4.5 事業の工事計画の概要」等に示した工事計画

の概要等の事業特性を踏まえて、文献その他の資料等により地域の社会的状況(土地利用、再資

源化施設の状況等)を把握した。これらを整理した内容に基づき、予測及び評価の手法を選定し

た。 

本項においては、事業特性及び地域特性をもとに建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及

び処分の状況に関する予測を行った。予測の結果、環境保全措置が必要と判断される場合には、

その内容を検討し、環境影響の回避又は低減の視点から評価を行った。 

なお、建設工事に伴う副産物については、事業特性及び地域特性の把握により、予測及び評

価に必要な情報が得られることから調査は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料)1.ダム事業における環境影響評価の考え方(河川事業環境影響評価研究会 平成 12年 3月)1）1 

をもとに作成 

 

図 5.1.11-1廃棄物等の環境影響評価の手順 

  

 
1 該当する引用・参考文献の番号を示し、項末に一覧を示す。 

 
・事業実施区域の位置 

・事業の規模 

・事業の工事計画の概要等 

 
〔文献その他の資料調査〕 

・社会的状況(土地利用、最終処分場、再資源化施設の状況等) 

 
・簡略化された調査又は予測の手法の選定 

・詳細な調査又は予測の手法の選定 

 

 
「工事の実施」について、以下のものを予測する。 

 

○建設副産物毎の発生の状況及び処分の状況 

 

予 測 
 

○環境保全措置の検討と検証 

・検討順 

回避又は低減→代償措置 

・複数案の比較検討、より良い技術

の活用ほか 

○検討結果の整理 

・効果 

・効果の不確実性の程度 

・実施に伴い生ずるおそれのある

環境影響 

○事後調査の検討 

環境保全措置 

 

・事業者の実行可能な範囲内で環境影響が出来る限り回避又は低減されているか。 

評 価 

本項 

第 1 章 事業の目的及び内容 

第 2 章 事業実施区域及びその周囲の概況 

第 3 章 大戸川ダム環境

調査計画書に対する意見

と事業者の見解 
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5.1.11.2 予測の結果 

(1) 予測の手法 

予測の対象とする影響要因は表 5.1.11-1 に示すとおりであり、影響要因を「ダムの堤体

の工事、施工設備及び工事用道路の設置の工事及び道路の付替の工事」とし、環境影響の内

容は建設工事に伴う副産物の発生及び最終処分による環境への負荷の量の程度とした。 

 

表 5.1.11-1予測対象とする影響要因 

影響要因 対象とする環境影響の内容 

工
事
の
実
施 

・ダムの堤体の工事 

・施工設備及び工事用道路の設置の工事 

・道路の付替の工事 

 

建設工事に伴う副産物の発生及び最終処分に

よる環境への負荷の量の程度 

 

1) 予測の基本的な手法 

工事の計画から建設副産物(建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート

塊、脱水ケーキ 2及び伐採木)毎の発生の状況及び処分の状況を予測した。 

 

2) 予測地域 

予測地域は、図 5.1.11-2 に示す事業実施区域とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測対象時期は、工事期間とした。 

 

  

 
2 建設汚泥を脱水した後に残った固形の物質。ダム事業では、ダムの堤体の工事及び骨材製造の濁水処理施設か

ら発生する 
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図 5.1.11-2廃棄物等の予測地域 

  



5.1.11-4 

 

(1) 予測結果 

1) 建設発生土 

工事の計画より事業実施区域に位置する大鳥居仮置場の土砂を骨材に再利用する。この際

に骨材として再利用せずに処分する土砂を含めた建設発生土の発生量は、表 5.1.11-2 に示

すとおり合計約 754 千 m3となる。これらの工事に伴って発生する建設発生土は、建設発生土

処理場を設置し全量を処理する計画である。 

 

表 5.1.11-2建設発生土の発生状況 
単位：m3 

工事の内容 工事の種類 建設発生土 
建設発生土処分場 

における処分量 

ダムの堤体の工事 
転流工の工事 約 31,000 

約 754,000 堤体の基礎掘削工 約 447,000 

大鳥居仮置き材の活用に伴って発生する処分土 約 276,000 

合 計 約 754,000 約 754,000 

注）工事が終了している付替道路の工事に伴う建設発生土を除く。 

 

2) コンクリート塊 

コンクリート塊の発生量は、工事の計画より表 5.1.11-3 に示すとおり、対象事業実施区

域内における既設擁壁工の撤去等により合計約 568m3となる。 

 

表 5.1.11-3コンクリート塊の発生状況 
単位：m3 

工事の内容 工事の種類 発生量 処分量 

ダムの堤体の工事 

転流工の工事 約 284 

約 568 進入路の工事 約 234 

閉塞工 約 50 

合 計 約 568 約 568 

 

3) アスファルト・コンクリート塊 

アスファルト・コンクリート塊の発生量は、工事の計画より表 5.1.11-4 に示すとおり、

対象事業実施区域内における既存道路の舗装の撤去等により合計約 200m3となる。 

 

表 5.1.11-4アスファルト・コンクリート塊の発生状況 
単位：m3 

工事の内容 工事の種類 発生量 処分量 

ダムの堤体の工事 既存道路の舗装の撤去 約 200 約 200 

合 計 約 200 約 200 
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4) 脱水ケーキ 

脱水ケーキは、ダムの堤体の工事からの濁水を処理する濁水処理施設から発生する。工事

の計画によると、発生量は表 5.1.11-5 に示すとおり合計約 518,400m3となる。 

 

表 5.1.11-5脱水ケーキの発生状況 
単位：m3 

工事の内容 工事の種類 発生箇所 発生量 処分量 

ダムの堤体の工事 

転流工の工事 ダムサイト 約 400 約 400 

基礎掘削 ダムサイト 約 3,700 約 3,700 

コンクリート打設 
ダムサイト 約 34,900 約 34,900 

骨材製造設備 約 479,400 約 479,400 

合 計 約 518,400 約 518,400 

 

5) 伐採木 

伐採木は、ダムの堤体の工事において樹木を伐採することに伴って発生する。 

ダムの堤体の工事による樹木の伐採によって表 5.1.11-6 に示すとおり合計約 400,000m3

となる。 

 

表 5.1.11-6伐採木の発生状況 
単位：m3 

工事の内容 工事の種類 発生箇所 発生量 処分量 

ダムの堤体の工事 樹木の伐採 ダムサイト 約 400,000 約 400,000 

合 計 約 400,000 約 400,000 
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5.1.11.3 環境保全措置の検討 

(1) 環境保全措置の検討項目 

工事の実施に伴う廃棄物等の影響を事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

するための環境保全措置として、表 5.1.11-7に示すとおり、検討した。 

 

表 5.1.11-7環境保全措置の検討項目 

項 目 予測結果の概要 
環境保全措置の検討 1) 

工事の実施 

建
設
工
事
に
伴
う
副
産
物 

建設発生土 

建設発生土の発生量は、合計約 754 千 m3

となるが、建設発生土処理場を設置し全量

を処理する計画である。 

－ 

コンクリート塊 
既設擁壁工の撤去等により、対処を要す

るコンクリート塊は約 568m3となる。 
〇 

アスファルト・ 

コンクリート塊 

既存道路の舗装の撤去等により、対処を

要するアスファルト・コンクリート塊は約

200m3となる。 

〇 

脱水ケーキ 

ダムの堤体の工事からの濁水の処理によ

り、脱水ケーキは最終処分量が約 518,400m3

となる。 

○ 

伐採木 
ダムの堤体等の樹木の伐採により、対処

を要する伐採木は約 400,000m3となる。 
〇 

注）1.○：環境保全措置の検討を行う。   －：環境保全措置の検討を行わない。 

 

(2) 工事の実施における環境保全措置 

1) 環境保全措置の検討 

工事の実施に伴う廃棄物等の影響を事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低

減するための環境保全措置として、表 5.1.11-8～表 5.1.11-11 に示すとおり、検討した。 

 

表 5.1.11-8工事の実施における環境保全措置の検討 

項目 コンクリート塊 

環境影響 
既設擁壁工の撤去等により、対処を要するコンクリート塊は約 568m3と

なる。 

環境保全措置の方針 
コンクリート塊の発生量を抑制

する。 

発生したコンクリート塊の再生

利用を促進する。 

環境保全措置案 a.発生の抑制 b.再利用の促進 

環境保全措置の実施

の内容 

既設擁壁工の撤去によるコンク

リート塊と、その他砂利との分別

を徹底する。 

中間処理施設へ搬出し、コンクリ

ート塊の再生利用を図る。 

環境保全措置の効果 

分別の徹底により、コンクリー

ト塊の発生量が低減する効果が期

待できる。 

中間処理施設へ搬出し、コンクリ

ート塊の再生利用を図ることによ

り、最終処分場での処分量が低減す

る効果が期待できる。 

環境保全措置の実施 

コンクリート塊の処分量が低減

できるため、本環境保全措置を実

施する。 

コンクリート塊の処分量の低減

が見込まれるため、本環境保全措置

を実施する。 
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表 5.1.11-9工事の実施における環境保全措置の検討 

項目 アスファルト・コンクリート塊 

環境影響 
既存道路の舗装の撤去等により、対処を要するアスファルト・コンク

リート塊は約 200m3となる。 

環境保全措置の方針 
アスファルト・コンクリート塊

の発生量を抑制する。 

発生したアスファルト・コンクリ

ート塊の再生利用を促進する。 

環境保全措置案 a.発生の抑制 b.再利用の促進 

環境保全措置の実施

の内容 

アスファルト舗装の撤去による

アスファルト・コンクリート塊と

その他砂利等との分別を徹底す

る。 

中間処理施設へ搬出し、アスファ

ルト・コンクリート塊の再生利用を

図る。 

環境保全措置の効果 

分別の徹底により、アスファル

ト・コンクリート塊の発生量が低

減する効果が期待できる。 

中間処理施設へ搬出し、アスファ

ルト・コンクリート塊の再生利用を

図ることにより、最終処分場での処

分量が低減する効果が期待できる。 

環境保全措置の実施 

アスファルト・コンクリート塊

の処分量が低減できるため、本環

境保全措置を実施する。 

アスファルト・コンクリート塊の

処分量の低減が見込まれるため、本

環境保全措置を実施する。 

 

 

表 5.1.11-10 工事の実施における環境保全措置の検討 

項目 脱水ケーキ 

環境影響 脱水ケーキの発生により環境への負荷が生ずる。 

環境保全措置の方針 
脱水ケーキの発生量を抑制す

る。 

発生した脱水ケーキの再利用を促

進する。 

環境保全措置案 a.発生の抑制 b.再利用の促進 

環境保全措置の実施

の内容 

濁水処理施設による機械脱水

等を適切に行い、効率的に脱水

ケーキ化を行う。 

盛土材、埋戻し材等として再利用を

図る。 

環境保全措置の効果 

効率的な処理等により脱水ケ

ーキの発生量を低減する効果が

期待できる。 

脱水ケーキの再利用を図ることに

より、脱水ケーキの最終処分量を低減

する効果が期待できる。 

環境保全措置の実施 

脱水ケーキの発生量の低減が

見込まれるため、本環境保全措

置を実施する。 

脱水ケーキの最終処分量の低減が

見込まれるため、本環境保全措置を実

施する。 

 

 

表 5.1.11-11 工事の実施における環境保全措置の検討 

項目 伐採木 

環境影響 伐採木の発生により環境への負荷が生ずる。 

環境保全措置の方針 発生した伐採木の再生利用を促進する。 

環境保全措置案 a.再生利用の促進 

環境保全措置の実施

の内容 

有価材としての売却やチップ化等を行い、再利用を図る。 

環境保全措置の効果 処分を要する伐採木が低減する効果が期待できる。 

環境保全措置の実施 伐採木の処分量の低減が見込まれるため、本環境保全措置を実施する。 
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2) 環境保全措置の検証 

廃棄物等については、コンクリート塊の発生量を抑制、発生したコンクリート塊の再生利

用を促進、アスファルト・コンクリート塊の発生量を抑制、発生したアスファルト・コンク

リート塊の再生利用を促進、脱水ケーキの発生量を抑制、発生した脱水ケーキの再利用を促

進及び発生した伐採木の再生利用を促進することにより、事業者の実行可能な範囲内で環境

影響をできる限り回避又は低減されていると考えられる。 

 

3) 検討結果の整理 

廃棄物等に対する環境保全措置の検討結果の整理を表 5.1.11-12～表 5.1.11-15に示す。 

 

表 5.1.11-12 工事の実施における環境保全措置の検討結果の整理 

項目 コンクリート塊 

環境影響 
既設擁壁工の撤去等により、対処を要するコンクリート塊は約 568m3

となる。 

環境保全措置の方針 
コンクリート塊の発生量を抑制

する。 

発生したコンクリート塊の再生

利用を促進する。 

環境保全措置案 a.発生の抑制 b.再生利用の促進 

環
境
保
全
措
置 

の
実
施
の
内
容 

実施主体 事業者 事業者 

実施方法 

既設擁壁工の撤去によるコンク

リート塊と、その他砂利との分別

を徹底する。 

中間処理施設へ搬出し、コンク

リート塊の再生利用を図る。 

そ
の
他 

実施期間 工事期間中 工事期間中 

実施範囲 事業実施区域 事業実施区域 

実施条件 

工事関係者へ徹底する。 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律等の関係法令を遵守して、中

間処理施設へ搬出する。 

環境保全措置を講じた

後の環境の状況の変化 

工事の実施に伴う廃棄物の発生

量が抑制される。 

工事の実施に伴う廃棄物の処分

量が抑制される。 

環境保全措置の効果 

分別の徹底により、コンクリー

ト塊の発生量が低減される。 

中間処理施設へ搬出し、コンクリ

ート塊の再生利用を図ることによ

り、最終処分場での処分量が低減

できる。 

環境保全措置の効果の

不確実性の程度 

既往のダム事業においても実施

されており、不確実性は小さい 

既往のダム事業においても実施

されており、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律、資源の有効な利

用の促進に関する法律等の関係法

令を遵守するため、不確実性はな

い。 

環境保全措置の実施に

伴い生ずるおそれがあ

る環境への影響 

他の環境要素への影響はないと

考えられる。 

他の環境要素への影響はないと

考えられる。 

環境保全措置実施の課

題 

特になし 特になし 

検討結果 

実施する。 実施する。 

発生の抑制及び再生利用の促進により、コンクリート塊の処分量を

低減する効果が期待できる。 
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表 5.1.11-13 工事の実施における環境保全措置の検討結果の整理 

項目 アスファルト・コンクリート塊 

環境影響 
既存道路の舗装の撤去等により、対処を要するアスファルト・コン

クリート塊は約 200m3となる。 

環境保全措置の方針 
アスファルト・コンクリート塊

の発生量を抑制する。 

発生したアスファルト・コンク

リート塊の再生利用を促進する。 

環境保全措置案 a.発生の抑制 b.再生利用の促進 

環
境
保
全
措
置 

の
実
施
の
内
容 

実施主体 事業者 事業者 

実施方法 

既存道路の舗装の撤去等による

アスファルト・コンクリート塊と

その他砂利等との分別を徹底す

る。 

中間処理施設へ搬出し、アスフ

ァルト・コンクリート塊の再生利

用を図る。 

そ
の
他 

実施期間 工事期間中 工事期間中 

実施範囲 事業実施区域 事業実施区域 

実施条件 

工事関係者へ徹底する。 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律等の関係法令を遵守して、中

間処理施設へ搬出する。 

環境保全措置を講じた

後の環境の状況の変化 

工事の実施に伴う廃棄物の発生

量が抑制される。 

工事の実施に伴う廃棄物の処分

量が抑制される。 

環境保全措置の効果 

分別の徹底により、アスファル

ト・コンクリート塊の発生量が低

減される。 

中間処理施設へ搬出し、アスフ

ァルト・コンクリート塊の再生利

用を図ることにより、最終処分場

での処分量が低減できる。 

環境保全措置の効果の

不確実性の程度 

既往のダム事業においても実施

されており、不確実性は小さい 

既往のダム事業においても実施

されており、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律、資源の有効な利

用の促進に関する法律等の関係法

令を遵守するため、不確実性はな

い。 

環境保全措置の実施に

伴い生ずるおそれがあ

る環境への影響 

他の環境要素への影響はないと

考えられる。 

他の環境要素への影響はないと

考えられる。 

環境保全措置実施の課

題 

特になし 特になし 

検討結果 

実施する。 実施する。 

発生の抑制及び再生利用の促進により、アスファルト・コンクリー

ト塊の処分量を低減する効果が期待できる。 
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表 5.1.11-14 工事の実施における環境保全措置の検討結果の整理 

項目 脱水ケーキ 

環境影響 脱水ケーキの発生により環境への負荷が生ずる。 

環境保全措置の方針 
脱水ケーキの発生量を抑制す

る。 

発生した脱水ケーキの再利用を

促進する。 

環境保全措置案 a.発生の抑制 b.再利用の促進 

環
境
保
全
措
置 

の
実
施
の
内
容 

実施主体 事業者 事業者 

実施方法 

濁水処理施設による機械脱水等

を適切に行い、効率的に脱水ケー

キ化を行う。 

盛土材、埋戻し材等として再利

用を図る。 

そ
の
他 

実施期間 工事期間中 工事期間中 

実施範囲 ダムの堤体、施工設備 対象事業実施区域内 

実施条件 

濁水処理施設等を適切に配置

し、効率的に濁水処理の管理を行

う。 

強度の向上等の所要の処理を行

い、対象事業実施区域内で再利用

する。 

環境保全措置を講じた

後の環境の状況の変化 

脱水ケーキの発生量が抑制さ

れ、環境への負荷が低減される。 

脱水ケーキの処分量が低減し、

環境への負荷が低減される。 

環境保全措置の効果 

効率的な処理等により脱水ケー

キの発生量を低減する効果が期待

できる。 

脱水ケーキの再利用を図ること

により、脱水ケーキの最終処分量

を低減する効果が期待できる。 

環境保全措置の効果の

不確実性の程度 

既存のダム事業においても実施

されており、不確実性はない。 

既存のダム事業においても実施

されており、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律、資源の有効な利

用の促進に関する法律等の関係法

令を遵守するため、不確実性はな

い。 

環境保全措置の実施に

伴い生ずるおそれがあ

る環境への影響 

他の環境要素への影響はないと

考えられる。 

他の環境要素への影響はないと

考えられる。 

環境保全措置実施の課

題 

濁水処理施設等を適切に設置

し、管理する必要がある。 

強度の向上等の所要の処理を行

い、対象事業実施区域内で再利用

するが、区域内において再利用で

きないものについては、管理型最

終処分場での処分が必要となる。 

検討結果 

実施する。 実施する。 

効率的な濁水処理による発生の抑制及び再利用の促進により、脱水

ケーキの処分量が低減すると考えられる。 
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表 5.1.11-15 工事の実施における環境保全措置の検討結果の整理 

項目 伐採木 

環境影響 伐採木の発生により環境への負荷が生ずる。 

環境保全措置の方針 発生した伐採木の再生利用を促進する。 

環境保全措置案 a.再生利用の促進 

環
境
保
全
措
置 

の
実
施
の
内
容 

実施主体 事業者 

実施方法 有価材としての売却やチップ化等を行い、再利用を図る。 

そ
の
他 

実施期間 工事期間中 

実施範囲 事業実施区域内 

実施条件 
チップ化については再資源化施設の設置又は中間処理業者への委

託により再利用を図る。 

環境保全措置を講じた

後の環境の状況の変化 

特になし。 

環境保全措置の効果 
発生する伐採木の再生利用を図ることにより、伐採木の処分量が低

減できる。 

環境保全措置の効果の

不確実性の程度 

既往のダム事業においても実施されており、不確実性はない。 

環境保全措置の実施に

伴い生ずるおそれがあ

る環境への影響 

他の環境要素への影響はないと考えられる。 

環境保全措置実施の課

題 

特になし。 

検討結果 

実施する。 

再生利用の促進により、伐採木の処分量が低減する効果が期待でき

る。 

 

5.1.11.4 事後調査 

事後調査は、「予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合」、

「効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合」、「工事の実施中及び土地又は工作物

の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる

場合」、及び「代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後

調査が必要であると認められる場合」において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

あるときは、ダム事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状

況を把握するために行う。 

廃棄物等に係る事後調査は、コンクリート塊の発生量を抑制、発生したコンクリート塊の再

生利用を促進、アスファルト・コンクリート塊の発生量を抑制、発生したアスファルト・コン

クリート塊の再生利用を促進、脱水ケーキの発生量を抑制、発生した脱水ケーキの再利用を促

進及び発生した伐採木の再生利用を促進することにより、環境影響の程度が著しいものとなる

おそれがないと判断し、実施しない。 
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5.1.11.5 評価の結果 

(1) 評価の手法 

1) 回避又は低減の視点 

廃棄物等に係る工事の実施による環境影響に関し、発生の抑制、再生利用及び再利用の促

進等により、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されているかど

うか、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかど

うかについて事業者の見解を明らかにすることにより行った。 

 

(2) 評価の結果 

1) 回避又は低減の視点 

廃棄物等については、建設工事に伴う副産物について予測を実施した。その結果を踏まえ、

環境保全措置の検討を行い、廃棄物等に係る環境影響を低減することとした。これにより、

廃棄物等に係る環境影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減さ

れていると評価する。 
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